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はじめに

私､阿久澤麻理子は､これまて、社会学的調査を通じて､市民の被差別部落に対する意識･態度の変容を追い続け

てきた一研究者である｡そこで本意見書では､主として各地の自治体が実施してきた人権に関わる市民意識調査

のデータを用い､今なお部落差別が日本社会の底流に存在し続けているという事実を示すと共に､さらに､現代社

会においては差別の｢手がかり｣として､部落'の所在地情報が参照されるため､被告宮部龍彦氏(以下｢被告｣と記

す)が公表した部落の所在地を摘示する記事や動画(以下､｢記事･動画｣､または｢記詞｢動画｣と記す)を放置す

れば､これらが身元調査の手段として利用され､部落にルーツのある者や､部落の土地に関係を持つ者(本人ばか

りでなく､父母･祖父母なと親族の現在･過去の住所･本籍地､出生地が被差別部落にある者など)に深刻な被害を
もたらすことを申し述べる。

さらに､これらの記事･動画が公表している部落の所在地艤艮とは､単なる｢地名｣や｢その土地の呼称｣にとどま

らない｡被告は写真や動画という視覚的な艤艮によって､より克明にその所在を摘示し､さらにその境界(どこまで

が部落として眼差され､差別を受けてきたエリアなのか)を明らかにしようと､地元で声をかけて儲艮収集を行った

り､｢部落に関りの深い地名｣や｢姓｣を史料等から特定し､それらを地図に落とし込むなどして､範囲を特定しようと

している｡それは､土地の在りかにとどまらず､特定の世帯を摘示するものとなっており､これらの人びとを差別を受

けるかもしれないという危険にさらし､不安におとしいれるという点て鹸､さらに悪質性が高い｡加えて､これらの!艤艮

がソーシャルメディアによって発信されるのてﾐ第三者(閲覧者)がコメント欄への書き込みを行うことにより､部落
の所在地情報が､さらに精徹化されている｡記事動画のこうした問題についても指摘する。

なお､本文に先立ち､もう一点､申し述べておきたいことがある｡私が現在､在籍する大阪公立大学･人権問題研

究センターの前身は､大阪市立大学･同和問遜研究室て、ある｡大阪市立大学は'968年に｢社会計画論(部落問

題詞を開講し､'973年には｢同和問遜牙究室｣を開設､同研究室は全国の被差別部落の実態把握と各種の調査

研究に取り組み､その成果は書籍や研究紀要に公表されてきた｡これらはひとえに部落問題の解決を切望する先輩

研究者たちが､政策の立案実施に資する基礎資料を得るために行った調査て、あることは言うまでもない2.それゆ

え､その成果の一部が､被告が公表した記事･動画の中て愈､部落の所在地を特定する材料として利用されていること
には憤りを感じざるを得ない。
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1．音院壯渇者の半促に利用される部落の所在地;周M(M娼等3)

本件裁判において原告が削除を求めている記事･動画は､被告がインターネット上に公表している部落の所在地

情報て、ある｡これらは､全国部落調査裁判における東京高裁判決(東京高判令和5年6月28日)－－最高裁第

三小法廷の上告難P決定(令和6年'2月4日)により確定した－が述べているとおり､｢部落出身等であること及
びそれを推知させる'儲R｣て簿あって､住所･本籍地･出生地と照合され､身元調査において部落出身者の判定に利

用される｡さらにこれらの記事･動画は､｢全国部落調査｣のデータ(文字情報)よりも､視覚情報(写真･動画)によっ

て､より精織に部落の所在や手がかりを示している点て､その土地に関係する人びとに及ぼす被害は深刻て、ある。

では､なぜどのように部落の所在地情報一一地名や地域の呼称なとーが､身元調査において部落出身者か

どうかの判定に利用されるのか(こうした判定は､現在そこに居住していない人にも行われる)､そのメカニズムを

最初に確認しておきたい。
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1.1変容する身ﾗ壼脚手段一一｢系譜的｣諦盾から｢属地的｣判定八

「ある人｣が｢部落出身者かどうかを知りたい｣という身元調査の｢ニーズ｣は､近代社会になって生じたものであ
る｡身分制度が廃止され､人の自由な移動が可能になり､それが近代化･都市化によって更に進むと､目の前の人
が､封卿寺代の被差別身分にルーツがある人かどうかは､外形的に判断て簿きなくなるからである｡当初､身元調査
に使われたのは戸籍であった｡'872年､明治政府によって編纂された初の全国戸籍(壬申戸籍)には､旧身分が
判別可能な形て記載されたものが少なからずあったので(｢元えた｣｢新平民｣などと記載)､閲覧してその記載の
有無を調べたり､そこに登場する地名が部落とみなされる場所て、あるかを情報と突き合わせて､部落出身者かどう
かを判定した4｡それが長らく可能であったのは､誰て、も他人の戸籍を閲覧て、きたからて、ある5。

だが､戦後になり､戸籍を悪用した身元調査が社会問劉上し､壬申戸籍の閲覧は'968年に禁止され､戸籍の

閲覧制度じたいも’976年に廃止された｡こうして他人の戸籍を自由に閲覧することが一般人にはできなくなる

と､身元調査は､部落の所在地(地名)による判定に､より強くｲ鮒&するようになった｡｢ある人｣やその親･祖父母な

ど親族の住所･本籍地･出生地を､部落の所在地と照合し､重なれば部落出身者だと判定するのて、ある。

部落差別とは､そもそもは近世封建時代の被差別身分にルーツを持つ者に対する系譜的差別であったのに､部

落の所在地(地名)を手がかりに､部落出身者かどうかを属地的に判定するようになったことには､歴史的背景があ

る｡近世封建社会においては､身分によって仕事･社会的役割や居住地などが区別され､被差別身分に置かれた人

びとも､公務として定められた社会的役割一警備行刑､莞牛馬の処理なとーを担い､多くの場合､集落(｢か

わた村｣｢えた杣などと呼称された)を形成していた｡そして身分による区分･統制は時代が下るにつれて厳しくな

った｡それゆえ､差別は｢人｣に向けられると同時に､その人びとが暮らす集落=コミュニティに対しても一体的に向

けられた｡そして､これらの集落は､現代の部落と一定程度重なる｡そこて、､｢ある人｣が部落出身か(被差別身分に

系譜的つながりがあるか)どうかは､｢その人と部落の土地との関り｣によって判定て、きる､と考えられるようになっ

た。

ただし､その｢判定｣には､｢どこが部落なのか｣という情報が飴要て響ある｡1 975年､｢部落地名総金闘(全国の部

落の所在地ﾘｽﾄ)が､興信所や探偵社等により販売されていたことが発覚したのは､まさにそのためて、ある｡'975

年といえば戸籍の閲覧制度の廃止とB輔も重なる｡系譜的身元調査が難しくなる一方て：属地的判定に飴要な情

報が売買されていたのて、ある。

1.2交際･織餅閨三の身元調査

このような歴史的経緯によって､部落差別には｢系譜性｣と｢属地性｣がある｡差別の｢系譜性｣とは､ルーツを遡っ

て被差別身分につながりがあると判定された者が差別を受けることであり､差別の嘱地性｣とは､被差別部落の

土地に住所･出生地･本籍地があるなど土地との関りによって部落出身者て、あると判定された者が差別を受ける

ことて、ある。

そして､人権擁護のための政策(戸籍の閲覧制度廃止)によって､その後の身元調査が｢属地｣的判定に､より強く

依拠するようになったがゆえに､差別の｢属地性｣も強化されたといえる｡したがって､部落の所在地情報(地名等）

をインターネット上で公表することは､身元調査の1膳R源を公表し､誰もが｢容易に｣｢人に知られることなく｣身元調

査を行いうる状況を作り出すことになる。
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例えば､5年間(2019~2023年版)の『全国のあいつぐ差別事件』には､自分の交隣目手や子どもの織計目手

が部落出身かどうかを知るために､部落の所在地を知ろうと問い合わせが行われた'2のケースが以下のとおり掲

載されている｡役所に問い合わせが行われたり､被害者力湘談機関につながったために明らかになったケースで

ある。

交際･結婚相手が部落出身か知るために部落の所在地を問合わせた事例(2019～2023年度版より）

年月 ｜都道府県等

父が娘の婚約者の住所をネット検毒し、同和地区とわかったため結婚に反対。

娘の交際相手が南丹市出身であったので、親がネット検室し、同市に部落が3か所

あると知る。それがどこにあるのか、市役所を訪問し問い合わせた。

交際相手の出身を親が気にしているので、どこが部落かを教えてほしい、との問

い合わせの電話が倉吉市役所に入った。

東海2018年12月

2019年度版

京都府2018年6月

鳥取県2020年度版 2019年10月

交際相手から部落出身を理由に「別れてほしい」と言われた（相手が身元調査を

行い「祖父が部落出身」だとわかったため）。本人が兵庫県人権会館に電話相

談。

兵庫県2018年2月

交際中、相手の親から「被差別部落出身者との結婚は困る」と反対を受ける。結

婚したが親戚関係が難しく離婚に至る。相手は教員であった。本人の親が兵庫県

人権会館に電話で相談。

兵庫県2020年3月

奈良県市町村人権･同和問題啓発活動推進本部連絡協議会に、結婚を考えている相

手の出身を知ろうと「御所市●●は同和地区か」との電話での問合せ。
奈良県2020年12月

大山町・南部町の役場に、付き合っている相手の住所が部落であるかどうか、問

い合わせ（問い合わせたのは、合併前の旧町職員であった）。

2021年度版
鳥取県2020年6月

坂出市役場に、身内の縁談のためだと、坂出にある同和地区を教えてほしいとの

電話問い合わせ。
香川県2020年10月

須崎市人権交流センターに、知り合いの縁談のためだと、「須崎市●●は部落

か」との電話問い合わせ。
高知県2021年3月

宿毛市内の隣保館に来所した男性が、自分が部落出身ではないかと（地元の部落

周辺にある姓を名乗り、交際相手の親族が調査し、結婚に反対するのではないか

と心配して）、部落の範囲を確認したいと相談。

鳥取市役所鹿野総合支所に、子どもの結婚のため「鹿野の●●町は同和地区か」

との電話問い合わせ。

高知県2021年3月

2022年10月 鳥取県

2023年度版 山口県人権啓発センターへ、婚約者の親が、自分の実家の住所をネットで調べ、

「部落探訪｜動画・ブログを見て、結婚に反対しているとの相談（本人は自分が

部落出身だと自覚していない）。

2022年1月 山口県

※各年度版ごと、掲載されている順に、表にまとめたため、必ずしも事象が確認され順ではない。

実際､このうちの3ケースて、は､身元調査を行った者は問い合わせ等に先立ち､ネット検索によって部落の所在

地を調べたことがわかっている｡山口県のケースて、は､烏取ループ･示現舎の｢部落探訪｣動画･ブログを見て､娘

の交隣目手の実家が部落て鮮あると確信した親が結婚に反対し､破談に至っている6･このケースでは､男性はそれ
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まて、自分が部落出身であることを知らず､ネット情報により結婚差別を行った相手から､その事実を一方的･暴力的

に知らされ､アウティングされたことになる(各ケースの謂田は【資料|】を参照)。

1.3音暁篭捌ｻｲﾄを見る謝幾一>雛省言艫(2019）

部落差別解消推進法の第6条に基づき7､法務省人権鍼讓局は20I9年に｢部落差別の実態に係る調査｣を行

い､その一部として｢インターネット上の部落差別の実態に係る調査｣を実施している｡この報告書(2020)は法務省

のウェブサイトで公開されている8。

この調査て、は､部落差別ｻｲﾄをなぜ見るのか､その動機や理由をたずねるアンケートも行われた｡この調査を受

託した調査会社が､｢部落差別関連ウェブページ｣て、あると分類したウェブページ(被差別部落の所在地情報を摘

示したり､特定個人や不特定多数を誰勇中傷しているサイトなど)を閲覧していたこと力確認できた者て、9､さらにこ

の会社のアンケートモニターでもあるI0, l l7人に､2019年7月､調査票を酉脂し､調査が実施された。

但し､その回答者はかなり少ない｡回答を寄せたのは875人てﾐさらに､アンケートて、は｢部落差別又は同和問題

に関するウエブサイトを目にしたこと｣があるか(記憶しているか)をたずねた上てミ｢ある｣と答えた者(351人)に

対してのみ､その動機をきいているが､身元調査につながる動機としては､「自分や身内の交附目手や結婚相手の

出身地について調べてみようと思った｣が6.6％(23人)､｢近所の人の出身地について調べてみようと思った｣が

5.|％('8人)､｢求人に対する応募者の出身地について調べてみようと思った｣が2.6％(9人)て、あった｡とはい

え､回答者は差別的動機を正直に回答することに不安を感じるかもしれないから､数字は実際よりは少ないと考え

られよう。

1.4「属地的｣｢系譜的｣手段の組み合わせにより行われる身ﾗ壱情麿

なお､現代の身元調査が『属地的｣手段に依拠しているといっても､｢系譜的｣手段がまったく関与していないわけ

て､はない｡京都て、明らかになったケース(2003)では､子どもの結婚に反対する親が､司法書士に依頼して､相手

の親と､祖父母の本籍地を調べていたことがわかっている'0(【資料2】を参照)｡また､先の『全国のあいつぐ差別

事件』202 1年版が取り上げている兵庫県のケース(2018年2月)でも､交欝目手は系譜を遡って身元調査を行

い､｢祖父が部落出身｣だと調べていた｡このように身元調査においては､本人の住所や本籍地､出生地ばかりて､な

く､系譜をたどった先にある親族例えば､親祖父母など)の住所や本籍地等も参照されるから､｢属地的｣情報を

｢系譜的｣に遡って調べていることになる。

2．自治体の市民意調調査に見る音隙莞捌

2.1大卿勺堺『嗣箔(2015.2020）

●｢人｣より[士地｣に対して強く現れる忌迩憲哉

ところて：身元調査が｢属地的｣判定に依拠するようになると､部落の｢土地｣に対する市民の忌避意識が強まる。
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各地の自治体が行った人権意識調査では､結婚において部落の｢人｣を忌避するより､住宅の選択において部落の
｢土地｣を避けようとする意識のほうがより強く現れるという結果が一一後述するとおり､その部落の立地条件によ
る違いはあるものの－多くの調査て、見られるようになっている。

以下は､大阪府堺市の人権意識調査(2015,2020)の質問とその結果(図｜･2､表l ･2)て、ある｡調査て響は、

｢子どもが結婚する場合｣と､｢住宅を選3：場合｣の二つの場面をあ吠どのような態度をとるか､きいている｡対象

は16歳以上､2015年はn=1,293人[3000人対象､回収率43. l %]､2020年はn=|,165人[2500人対

象､回収率46.6％]て、ある。

【結婚】もし､あなたのお子さん(お子さんがいない場合は､いると仮定してお答えください)が恋愛をし､結婚をしたいと言
っている相手が同和地区の人であった場合､あなたは親として､どのような態度をとると思いますか｡(あてはまる番号1
つに○）

1．反対する(2015銅ま､｢頭からとんでもないと反対する｣）

2．迷いながらも､結局は反対する

3．巡､ながらも､結局は賛成する

4．賛成する(2015年は､｢ためらうことなく賛成する｣）

5°わからない

【住宅の選捌もしもし､あなたが､家を購入したり､ﾏﾝｼｮﾝを借りたりするなど住宅を選ぶ照こ､同和地区にある物件、

もしくは小中学校因二同和地区がある物件ならばどのようにすると思いますか｡(あてはまる番号1つに○）

1．同和地区や同じ小中学校区にある物州ま避けると思う

2．同和地区である物州ま遇ﾅるが､同じ小中学校区にある物件は過ﾅないと思う

3．いずれにあってもこだわらないと思う

4．わからない

【結婚】子どもの纈計目手が｢同和地区の人｣て繍あったら､親としてどのような態度をとるかをきいた(図I)｡｢反対

する｣｢迷いながらも､結局は反対する｣を合算して｢反対｡､｢迷いながらも､結局は賛成する｣｢賛成する｣を合算し

て｢賛成｣としてまとめ､表に示した(表|)｡2回の調査とも｢賛成｣は4割弱､｢反対｣が2割前後て愈ある。

【住宅の選択】住宅の購入･賃貸において､同和地区や同じ校区の物件を避けるかどうかをきいた(図2)｡｢同和地

区や同じ小中学校区にある物件は避けると思う｣と｢同和地区である物件は避けるが､同じ小中学校区にある物件

は避けないと思う｣を合算し､ともかくも｢同和地区を避ける｣割合を右の表2に示した｡｢いずれにあってもこだわら

ない｣は2回の調査とも､2割強て、変わらず、｢同和地区を避ける｣は42.3% (20I5)､34.0% (2020)となった。

部落出身者との結婚には､｢賛成｣4割,｢反対｣2割て、あったのが､部落の土地に対しては､｢避ける｣が3割台半

ば~4割､｢こだわらない｣が2割となり､忌避する割合／しない割合が､逆転する｡二つの質問は回答の尺度がちが

うのて．厳密な比較はて簿きないが､｢人｣より｢土地｣に対する忌避意識のほうが強く現れるという傾向が見て取れる。
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表1(左の図窓要約）

図1醗市】子どもの結婚相手が信臓塘区の人審あった場合
I “ エ砿 Z味 ヨ“ 4砿 5“ 6畷 ”路 80％ 9畷 ユ、藷

2015

2．8

二羽
.一~｝

鰯一》開蕊鰯一賊‘ 41.12020

｝

ロ蚊から、とんでもないと反対する 画趨いながらも緬厨は反ﾇ”､亀

麓迷いながらも績局は賛瑛する 鐸ためらうことなく擬域する

唾わからない 瞳回稚欺1．

；図泌W燕住職遇ぶ際に剛地区洞じ小中輔鳶の物件蜜避けるか
､銘 1田5 ‐Z鮪も 3味 4田f SO鶏 6切6 7畷 80器 凰瞬

表2(左の図を要約）

1m語

＄

フ、､胃

謬鰯醗畷鰯"卿可嗣
| 、

閏
’

’2020 39．5

同同和地区や同じ小中学校塵にある稔件は耀けると蝿う
田同ﾘﾛ地区であも物件は逆けゐが、崎じ小中学絞区にある物件は篭け噂いと塊う
画いずれにあってもこ鰹わらないと窓う
風わからない

●部落の土地を避ける理由一[見なされる識I｣の回避

さらに､堺市調査は部落の土地を｢避ける｣と答えた者に､以下のように､その理由を聞いている。

脚落の土地を避ける理由】（前問で｢1｣｢2｣と答えた方にお聞きします)あなたはなぜそのように思うのですか｡(2015:答えはい

くつでも2020:あてはまる番号1つ）

1．こわいイメージがあるから

2．自分も同和地区出身者と思われるから

3．周りの人から魁ﾅた方がよいと言われるから

4．その他（ ）

回答方式力嘆なるものの(2015年は複数回答2020年は単数回答)､図3･図4のとおり､両年とも回答の傾

向は変わらない｡第一に多いのは｢こわいイメージがあるから」←偏見)､第二に｢周りから避けた方が良いといわ

れるから」(＝世間同調意調､第三が｢自分も同和地区出身者と思われるから｣て、ある｡第三の理由は､｢部落やそ

の周辺に住むと､自分力邨落出身者と見なされるかもしれない｣という怖れ(＝｢見なされる差別｣の回遡である。
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なお､｢その他｣を選んだ者に対し､自由回答欄に具体的理由を記入するよう求めたところ､2015年は88人、

2020年は49人の記入があった｡2015年には｢不動産としての資産価値｣に関わる記述(｢売却に影響｣｢資産

としての詔面が低い｣弛価･採算が低い｣など)が’5件とまとまっていたことが注意をひいた(同様の書き込みは

2020年には｜件のみだが､コロナ禍て、緊急事態宣言が発令された年の調査であり､不動産売買にはリアリテイ

を感じにくかったかもしれない)｡これは､差別がすでに不動産市場に組み込まれている－－差別のために忌避さ

れる土地の市場価値力岻<なる－からて、あって､「自分は経済的不利益を被りたくない｣という意識て尋ある。

ここから､部落の｢土地｣に対する忌避意識が｢人｣に対するそれよりも､より強く現れるのは､偏見｣岨間同調

意識｣に加えて(この2つは､｢人｣に対する忌避にも共通する)、｢見なされる差別｣や｢経済的不利益｣を回避した

いという考えが､さらに上積みされた結果であると考えられる｡繰り返しになるが､｢見なされる差別｣を避けるのは、

部落出身者の判定が｢属地的｣に行われるからである｡それゆえ､その手がかりとなる部落の所在地儲艮(地名等）

をネットに公表することは､安易な身元調査を助長し､さらには､｢みなされる差別｣回避の心理を強化し､差別を市

場により強力に組み込むよう作用することになる。

2.2その他の自治体による市民意識調査(大阪･埼玉･新潟）

さらに､堺市以外(大阪府埼玉県､新鳥県内の自治伽の意識調査も参照し､部落の｢人｣｢土地｣に対する忌避

意識がと、のように立ち現れるかを見ておきたい｡以下に､自治体ごとに､｢織昏｣と｢住宅の選択｣に係る質問への回

答結果に要約的に示した''｡詳しいデータは(各自治体の調査の概要､回答結果を示した図)は､末尾の【資料3】

に掲載している。

なお､自治体によっては､｢結婚｣唯宅の選択｣の､どちらか一方しか質問していないところもある｡また､両方き

いている場合でも､回答方式が異れば､両者の回答を厳密には比較て、きないが､非常に大まかな傾向としては以

下のとおり､土地への忌避意識のほう状結婚において人を忌避する意識より､強く現れていると言える。

．「結婚｣については､"同和地区出身者との織昏を認めない''のは､[埼玉県2%][胎内市4．|％]､"結婚しな

い･させない"は[小千谷市7.8%]て癖ある｡但し､結婚相手やパートナーが"同和地区出身者かどうか気になる
か"というたずね方をすると､"気になる"は[大阪市1 6. 8%][村上市22. 2%]と､割合が高くなる。

．「住宅の選汎て鹸は､"部落の土地を忌避する"回答は[大阪市47.7％][熊谷市33.8%]て蝶ある。
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●対坂市（2020）※ｶｯｺ内は調査実施年

・ 自分や子どもの糸數餅目手･パートナーについて､｢気になること｣は何か(複数回答）

今｢同和地区出身者かどうか」( 1 6.8%)

住宅を選3:際希望に合う物件が同和地区内にあった場合に､と、のような態度をとるか(単数回答）

今“同和地区内を忌避する"回答は47.7％（｢避けると思う｣｢どちらかといえば避けると思う｣を合算）

●埼玉県(2020）

・ 子どもの鼎數餅目手が同和地区出身者だった場合､親としてどのような態度をとるか(単数回答）

今“結婚を認めない"は全体の2％（｢反対て識はないが家族の反対があれば結婚は認めない｣｢反対て、あり、

絶対に結婚は認めない｣を合算）

●埼玉憩罵谷市(2021）

住宅･生活環境を選ぶ際｢同和地区を避けることがあると思うか｣(単数回答）

今“同和地区を忌避する回答'は､全体の33.8％

｢部落問題を知っている｣と答えた者だけにきくサブクエスチョンなのて、､(｢避ける｣｢どちらかといえば避け

る｣を合算した上てぅ回答者全員に対する割合を再計算した

●新潟県付士市(2020）

自分､子と●も､身内の纈計目手が｢同和地区出身かどうか､気になる｣か(単数回答）
今"気になる"は､全体の22.2％

｢部落問題を知っている｣｢聞いたことはある力群し<は知らない｣と答えた者だけにきくサブクエスチョン
なのて、､回答者全員に対する割合を再計算した

●新潟県胎内市(2020）

・子どもの被差別部落出身者との織昏について､親としてどのような態度をとるか(単数回答）

吟"認めない"は､全体の4．|％(｢家族親族の反対があれば認めない｣｢絶対認めない｣を合算）

今｢親としては反対だが､二人の意志を尊重する｣は､全体の23.1%

●綿鰈ﾉ｣汗谷市(2022）

・自分や子どもが同和地区出身者と結婚することに､家族･親戚から強い反対を受けた場合どうすると思うか(単数回答）

吟"結婚しない･させない"は全体の7.8％

（｢家族や親せきの反対があれば結婚しない／させない｣｢絶対に結婚しない／させない｣を合算）
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2.3宅地建棚贈|業者を対象とする調査(大阪･三重･謡M)－取引物件が剛此区かと質問された経験

ところて翻､市民意識調査のデータは､あくまて:差別｢意識｣の度合いを示すものである｡そこで､｢土地｣に対する
忌避について､どのような｢事実｣があるのか､その一端を示す調査結果も示しておきたい｡一部の自治体では､宅
地建物取引業者を対象とした実態調査を行い､願客･同業者から､取引物件が同和地区にあるかを質問された経
馳があるかをきいている｡大阪麻三重県､京都府の最近のデータでは､I0~20%強の業者カミそのような経験
が｢ある｣と回答している。

●大阪府(1991～2021）

大胴符･宅地建吻取引業関連業界が共同て、､府内に事務所を置く宅建業者を対象に､|991年から6年ごとに

｢宅螂碧吻取引業者に関する人権問題実態調査｣を実施している(202 1年は､1 3,204の事業者が対象､回答

5,443)｡取引対象物件が同和地区て繍あるかどうか､府民または宅瑚謹吻取引業者から質問を受けた縄強が｢あ
る｣のは､'991(平成3)～2009 (平成21)年までは､轄I弱~5割だが､2015(平成27)､2021 (令和3)は|割

台て、ある(図5)。

これは､｢大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例｣の一部改正(201 1)による抑止効果と考

えられる｡土地調査等を行う事業者が､部落の所在地一覧などを提供したり､特定の場所･地域が部落かどうかを

教示したりしてはならないことが定められ､違反すると､府力勧告･事実の公表などを行うからて．ある。

図5【大阪市】物件が同和地区であるかどうか質問を受けた経験(大阪府,宅建業者調査）
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■府民から質問があった

画賛間を受けたことばない

麗府民及び宅地建物取引業者から質悶があった

国宅地建犠取引拳者から笈問があった

ロ無回答
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●三重具(2022）

三重県が2022年に実施した｢第三回宅瑚謹吻取引に関する人権問題の実態調査｣(県内に事務所を有する

全宅建業者|,I0Iが対象､回答は449)では､顧客または宅建業者から｢取引物件が同和地区か｣との問い合わ

せを｢受けたことがある｣のは25.4％となった(図6)。

図6【三重県】取引物件が同和地区であるかどうか問い合わせを受けたことがあるか(宅建業者,三重県）

1．6列／-3．3 II

lllllllillllll%IIIN0。職職繍MIIIIMillllll""2022調査

2.6-, 卜5塵8

|llllllllilillﾘ%IIN| o｡2○17溌査

100％0％ 20％ “％ 6蝿 80％

pお客さんから問い合わせを受けた匡とがある
■宅地建物取引業者から問い合わせを受けたことがある
團お客さんからも宅地取引業者からも問い合わせを受けたことがある
図潤い合わせを受けたことばない
国無回答

●輔I府(2022～23）

京都府建設交這郷が2022~23年に行った第

3回｢宅建業者を対象とした『人権問題について

のアンケート』」(府内に本店を有する3,332事業

所が対象､回答は’’'47)て諭は､｢過去5年程度の

間に､取引物件の所在地力鞁差別部落(同和地

区)内であるか｣質問を受けたことが｢ある｣と回答

したのは’7.9％て．あった(図7)。

【京都府】過去5年程度の問に､取引物件が被差別
落内か質問を受けたことがあるか(n=1147)

図7

部落内か質問を受けたことが

無回答

0.3％

3．部落の立地･規模と｢封也1に対する忌避意識

ところて､自治体の市民意識調査に､部落の｢土地｣に対する忌避意識をきく質問が含まれるようになったのは、

80年代終盤からであり(小森1 993)､いわゆる｢大蔵住宅事件｣福岡地裁判決(福岡地判昭和61年3月6日）

以降て、ある'2.但し､｢土地｣に関する質問をしていない自治体は､現在も少なからずある(例えば新鳥県内の市町

村の人権意識調査には､土地に関する質問はない)｡それは､唯宅を選択する｣という場面での部落の土地に対す
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る忌避意識が､どちらかと言えば農村や山間部といった地域よりも都市的な場所やその周辺､また､部落が非常に

小規模なところよりも大きなところて、起こる可能性が高いと考えられるからである｡知らない土地一一新しく宅地開
発されたり､住宅が建設されたりした場所一一に､新たな住まいを求めて引越すことは､人の移動が活発な都市や

その周辺部ではよくあることだが､農村･山間地て、はそれほと、多くはないて、あろうし､部落の規模が非常に小さく数

軒しかないような場合には､差別は｢部落というエリア｣よりも､特定の世帯や人に向けられる､と考えうるからであ
る。

このことは､大阪府･埼玉県･新潟県のうち､とくにその多くが｢少数点在型｣の特徴を持つ新鳥県の部落を考える

場合に重要て徽ある｡表3は､'993年に政府が実施した尉麦の同和地区実態調査(総務庁長官官房地域改善対

策室『平成5年度同和地区実態把握等調査一地区概況調査報告割)のデータを､これら|府2県の部落の平均的

な規模がわかるように示したものて、あるが､これを見ると､新鳥県の当時の一地区あたりの平均｢同和関係世帯

数｣は'2世帯と少数である｡さらに､この時の調査では､新鳥県で報告のあった'8地区のうち､5世帯以下の地区

が全体の半数I0世帯以下が全体の2/3を占めていた榔翻轍同盟新鳥県連合会による)｡この状況は､|地

区に平均して694の｢同和関係世帯｣力噌らしていた大阪府の部落とは､大きく異なる。

新潟県および県内自治体の意識調査に､土地に対する忌避意識をきく質問が含まれていない背景には､このよう

な部落の置かれている条件のちがいがある｡もっとも､それはあくまて、｢住宅の購入｣という場面をとりあ吠｢部落
の土地に対する忌避意識｣を測定する質問が､地域の実態にそぐわないから調査に含まれていないだけであって、

部落の所在地祷艮(地名等)が､部落出身者を特定するために参照され､｢あの人は●●(地域名)の人だから」

と､摘示･差別が行われることは､部落の規模にかかわりなく起きる｡さらに､新鳥県の多くの部落が少数点在型てﾞ
あっても､中には､数十世帯から百世帯ほどの規模のところもあるので､このような規模の大きな部落に対しては、
都市型の部落とも共通する忌避意識が存在することは想像にかたくない。

表3全国と大阪府・埼玉県・新潟県の同和地区の概況

1地区平均世帯数人口世帯数
報告

地区数

報告

市町村数
同和関係

=c/a

地区全体

=b/a

地区全体 同和関係同和関係

C

地区全体

ba

皿
一
調
一
浬
一
師

87,385

34,946

724

892,751

799

139

162

166

33,324

8,935

211

298,385

100,092

122,650

10,731

2,158,789

38，367

38,075

2,910

737,198

》一》》｜銅
48

274

18

4,442

23

49

12

1,081

(小数点以下四捨五入）

4．より悪質な｢ﾘ錠｣の手法一第三者を巻き込むこと･｢人｣を手がかりにすること

ところて鹸､被告はま韻戦前の｢全国部落調査｣の報告書('936)や史料等に記されている､部落の所在地(地

名)を手がかりに､そこを｢探訪｣し､その記事･動画をネットに公表することによって､部落の地名を公表している｡だ
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が､被告の行為はそれだけにとどまらない｡その地名がおおよそカバーしているエリアの中の､どの範囲まて鹸が差

別を受けてきたのか､どこに差別を受けてきた｢部落世帯｣があるのかにこだわり､さまざまな手段を使って特定しよ

うとしている。

このことは､例えば都市部の､比較的規模の大きな部落のように､同和対策事業によって建設された公営住宅や

隣保館など､被告にとって部落の所在地を特定する手がかりとなるような建造物がない場合に､顕著であるように

思われる｡部落が小規摸て、あったり､未指定地区(そもそも同和対策事業の対象地域として指定を受けなかった）

て静あれば部落を特定する可視的､外形的な手がかりを得られないからて、ある。

もっとも､それがどのような手段であるか､この意見害に詳しく書けばこれが公開された場合に､そのような地区

やエリアの特定のしかたを第三者に知らしめる結果となりかねない｡そこて、以下に､ごく簡単に言討にとどめる。

① 地元の人に声をかけ､どこが差別されてきた地域かとたずね､摘示させる

②昔の地図､航空地図などから集落の形状等を把握し､範囲を特定しようとする｡また､歴史資料研究者による

論文･現地調査の記録､各運動団体発行物などの記載内容､地域の描写(地理的描写や戸数など)､写真等か

ら場を特定しようとする。

③ 古い｢碑｣､寺社の｢寄付者奉名板｣なと蟻を手がかりに､地元にゆかりのある人物(差別に抗する運動や､戦前

の珊口事業に功績のあった人物､寺社への寄進者など)の氏名や名字を調べたり､地元の墓地に赴き宗派な

どから部落の名字(だと被告力堵える名字)を調べたりして､それら名字の分布を住宅地図と重ねる。

上記①のように､地元て、出会った人に声をかけ､｢どこが差別を受けているエリアか｣とたずねて摘示させること

は､とりわけ声をかけられた者が､当該部落の出身者や関係者て静あった場合大きな不安を感じるであろうことは想

像に難くない。

被告に声をかけられた者の中には､差別されてきた地域の場所を指し示した者もいる(そのように､被告は記事．

動画の中て述べている)｡例えば曲輪クエスト(306)て、は｢高齢男性力噛りがかったので､"差別されていた村を

探している"と言うと､近くにある別の墓地を指差した｣と記している｡この記事に対応する動画においても同様であ

る'3.被告は､部落のアウティング行為に､第三者を巻き込み加担させている。

もっとも､このように第三者の手を借りて､部落を特定していくやり方は､②③にも共通する｡被告は②③の情報を

基にして､｢このエリアが部落だろう」｢この名字力培隔だろう｣という記事･動画をソーシャルメディアて、公表するの

で､それらを閲覧した者が｢コメント欄｣に､更に多くの手がかりとなる儲朧寄せているからて、ある｡ソーシャルメデ

ィアは､インタラクティブな情服･意見の交換が可能なのて､第三者のこうした書き込みによって､差別を受けてきた

地域がどこか､どの世帯か､といった情報が、より精練に絞り込まれていく状況が生じている｡したがって､これらを

削除せずに放置すれば時間の経過と共にその内容はさらに精織化され､関係者の不安を増大させることになる。

さらに､③の手段によって部落を特定しようとするプロセスを､被告が記事･動画で公表しているために､手がか
りとされた｢部落に関りのある人名や名字｣も､記事･動画上に多数｢さらされて｣いることも看過できない｡それらの

名字の分桐犬況を示した地域の地図まて舗ﾈｯﾄに掲載されている｡こうした行為は､もはや部落の｢土地｣(所在地）
の摘示にとどまらず､｢人｣｢世帯｣を摘示する行為である。
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5.子ども八の景饗

最後に､このような記事･動画祇子どもたちに与える影響について記す｡被告は動画#63の中て、､次のように述

べている。

「YouTubeて部落探訪やってるのも､今の子どもってね､Google検索とかしないんて翰すよ､まずは

YouTubeて戦索するんてすよ･それて､学校て部落について勉強した子どもがYouTubeでね､部落の動

画を探すと､ずら一つと､この部落差別解消推堂シリーズがて、てきてね､啓発されると｡そういうことも実は私

は狙ってるんですね」

動画を公表する目的の一つが､｢子どもの目に触れさせる｣ことにあるというのて、ある｡子どもたち力郡落問題に

ついて十分学習する前にこのような記事･動画に触れれば､そこから負の影響をうけることは鉛至である。

義務教育学校の場合､一般に､公立小中学校の校区は住所て指定され､子どもたちは地元の学校に通うから､校

区内にある部落がﾈｯﾄにさらされると､そこから通学している子どもに差別の目が向けられることになり､子ども同

士の関係に深刻な影響を与えかねない｡さらに､部落に暮らしている子ども自身が､そのことを知らない場合や､自

分のルーツを自覚していない場合その子どもはネット上での部落の｢ｱｳﾃｨﾝｸﾞ｣という暴力的な手段によって、

それを知らされることになる｡校区内の未指定地区が､被告の記事･動画によってさらされたある中学校て、は､生徒

力働画を見て､その地域のことを教員に尋ねてくるようなことがあった場合を想定して､教員研修を行っている(筆

者が聞き取り調査て罐認)。

また､被告は度々､｢リクエストに基づいて｣部落を探訪している｡例えば動画(部落探訪＃'87)て鱗は､｢○大学▲

高等学院の学生さんらしい｣者から､｢高校の近くに部落があるようなのて、､特定してほしい｣とのリクエストを受け、

当該の部落を訪れたと述べているとおり'4､差別行為に､子どもを巻き込んて、いる。

おわりに

部落の地名や呼称､その場を特定しうる住宅や建造物､その他の｢目印｣を写真･動画て騨示し､かつ､氏名や名字

までをも部落を｢特定｣する手段に利用し､その方法をインターネット上に公表する行為が人権侵害て懲あることに疑

問の余地はない｡これらの情報は安易な身元調査に手がかりを与え､部落にルーツのある者や､そこて．生まれ､暮ら

している(いた)者など､その土地に関係のある者を差別の危険にさらし､人間の尊厳を保ちつつ平穏に暮らす権利

を妨げ害する｡さらに､部落であると摘示された｢土地｣に対する人びとの忌避意識を強化し､部落差別を市場とい

う社会システムの中により深く組み込むよう作用する｡このような情報の公表は､記事･動画はもちろん､どのような

形態をとるものて鮮あっても､決して放置されてはならない。

また､被告は､動画の中て、部落を｢特定｣て、きた(と被告が認識した)場合には｢勝利しました｣､特定できなかつ
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た場合には｢敗北しました｣などと発言しているとおり､部落の｢特定｣をあたかもゲームのように語っている｡自身の

行為力郡落差別を助長することについて何らの責任を負うことなく､部落を｢特定｣する情報をこのように公表し続

ける行為が｢研究｣とは呼べないことは言うまでもない。

そして最後に､社会学の視点から､強調しておきたいことがある｡それは､部落差別には｢系譜性｣と共に､｢属地

性｣があるがゆえに､｢被害を受けた者が声を挙げづらい｣という点て、ある。

もちろん､差別を受けるおそれによって声をあげづらいことは､あらゆるﾏｲﾉﾘﾃｨに共通する｡だが部落差別に

固有の点もある｡それは､｢部落出身者｣として差別に抗する声をあげることが､その人固有の情報を公表することに

とどまらず、家族･親族といった｢系譜的つながりのある人びと｣や､さらには当該の部落に居住している(いた)人

など(その親族も含め)､部落に｢属地的つながりを持つ人びと｣をも｢部落出身者として公表すること｣につながり、

不安にさらすことになるからて、ある。

自分の暮らす地域が､各種畷訪｣や｢JINKEN,1V｣の記事･動画として公表されたことに対し､本謝りの原告と

なって声をあげ､そのことが広く知られることになれば､同様のことが起こる｡それゆえ､声をあげることには非常に

高いハードルがあり､原告に加わることがて、きなかった関係者が決して少なくない､という点を尉受に強調しておき

たい。
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'’なお､ここでは結婚と住宅の選択で｢あなたはどのような態度をとるのか｣という質問への回答に限定して示す

(｢社会には､まだ結婚などの場面てt部落差別があると思うか｣というﾀｲﾌﾟの質問は､その人の態度ではなく､社

会認識をたずねているのて､取り上げない）

'2福岡市内の住宅販売会社から自宅を購入した者が､住宅が部落内にあることを知り､その買戻しを住宅販売会

社に要求するも受け入れられず、この会社の｢悪徳商法｣に対する抗議ﾋﾗを､’983~85年にかけて市内に5万

枚もまいた｡｢部落て、あると知っていたら､絶対買わなかった｣という内容は地元に大きな衝撃を与え､法務局や福

岡市はこの人物に説得と啓発を行う秋その行動はやまず、地元地域の住民代表が差別ビラの差し止めを求めて

提訴した。

13曲輪クエスト(306)と同じ地或を取り上げた動画伽NKEN.TV#206)では､｢ちょっと歩いている人に､このへ

んに差別されてる村ないか､ってきいたら､ここを指さした｣と被告が語っている(動画は有紳ﾅｲﾄなのて､アクセス

できる者に依頼して確認した｡その他の動画についてもすべて同様て、ある)。

'4記事(曲輪クエスト287)では､｢●大学▲高等学院の近くに部落があるようなので､特定してほしいとのリクエ

ストがあった｣と記している(筆者注:記事の中て、は学校名を出しているがここて、は記号化した)。
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経歴･研ｦ鵠欝

大阪公立大学国際基幹教育研究院(人権問題研究センター）

教授阿久澤麻理子

1．学歴

1987

1995

2004

上智大学法学部国際関係法学科卒業

奈良教育大学教育学研究科修士課程修了

大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了(人間科学博士）

３
３

３

2．職歴

1987.9～1989. 4

1989. 5～1993. 3

1995.4～1997.10

1998. 4~2002. 3

2002. 4~2004. 3

2004. 4~2011. 3

2005. 3~2005. 9

2011. 4~2018. 3

2018. 4~2022.3

2022.4~現在に至る

曹洞宗ボランティア会職員

財神奈川県国際交流協会職員

山本登研究室嘱託研究員

兵庫県立姫路エ業大学環境人間学部専任講師

同上准教授

兵庫県立大学准教授(県立大学の統合により大学名変更）

日本財団APIフエローシツプフエロー(ﾌｨﾘﾋﾝ,マレーシアにて在ﾀ冊究）

大阪市立大学創造都市研究科教授

大阪市立大学人権問題研究センター教授

大阪公立大学国際基幹教育研究院教授(人権問錘冊究センター研究員）

3.軒扮野･研究ﾃーマ

(1)社会学･人権教育普遍的人権の概念が市民社会に受容されるプロセスにおける教育の移躍り

(2)量的調査を通じた市民意識(人権意訓の把握

(3)現代社会における部落差別とその変容

4．主要な研究業績

(1)阿久澤麻理子C阿久澤麻理子C004)「日本の人権教育･啓発に求められる視点｣江橋崇山崎公士編著『人権政策学のすすめ』

187-199.学陽書房

② 阿久澤麻理子(2004)｢国際社会における人権教育の位置づけとその基本的視点｣日本人権教育研究学会編『21世
紀の人権･同和教育への展開』10-20.学術図書出版社

C)阿久澤麻理子(2006)『ﾌｨﾘﾋﾝの人権教育一ポスト冷戦期における国家･市民社会･国際人権レジームのｲ鰐lと関
係性の変化を軸として一』、敵出版社（科学研究費補助金出版助成による）

④ 阿久澤麻理子･金子匡良(2006)『人権ってなに？Q&A』解放出版社

(5)阿久澤麻理子(2007)｢アジア太平洋地域の大学院における人権研究･教育の動向一国際人権修士プログラムの意

1
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義一｣兵庫県立大学『環境人間学部研究報告第9号』3949.

⑥阿久澤麻理子(2007)｢日本における人権教育の『制度化』をめぐる新たな問題側ｱｼｱ･太平洋人権情報セン

ター『アジア･太平洋人権レビュー2007』3347.

⑦Akuzawa, M. COO7) Whilher hlshmdonalimd Human Rijlts Education? Review ofJapanese E>叩erience. Hz"""TR噌妨

Eﾋｶに“わ〃〃心血、此〃Ook恥1.10.175-184. Osaka. HURI HTS Osaka

(8) Akumwa, M QOO7) Issues and PIoblems in Dissemmating i'Umvelsal Human RiJ1ts!! m Local Commumes: Thmujl

the eml1s ofthe natioml humamiglts msUmdons m the Phili)pines and Malaysia. /賊c伽"SO""ieHi""”⑰"‘"わ"：

α'"嬢⑰"伽/q77dMﾌ‘た"""Wewo戒q/Me 2004"00ｺた肋". 375-388. TheNippon Fomdation.

(9)阿久澤麻理子(2011)｢アジア太平洋地域の大学院『人権プログラム』の意義と課題｣日本人権教育研究学会『人権

教育研究』第11号. 16-29.

(1 0)阿久澤麻理子(20 12)｢アジア･太平洋地域の学校における人権教育の『制度化』にみる国家･市民社会の関係性」

牟田和恵他編著『競合するジャステイスローカリテイ･伝統･ｼｴﾝﾀｰ』185-201.大阪大学出版会

(11)阿久澤麻理子Q0 12)｢人権教育再考一櫓lを学ぶこと･共同性を回復すること｣石崎学･遠藤比呂通編著『沈黙す

る人権』法律文化社33-54．

(12)阿久澤麻理子(2013)｢部落問題とその解決に対する市民意識の現状一自己責任論の台頭と､公的な問識嫉に対

する信頼の低下をめぐ:って－｣大阪市立大学人権問題研究センター編『人権問題研究』12･ 13合併号61-76.

(13)阿久澤麻理子(20 14)『後退するシﾃｲｽﾝｼﾂﾌ2-ネオリベラリズムのなかの人権･市民意説開発教育協会『開発

教育』61号. 81-89.

(14)阿久澤麻理子(20 14) ｢On Liberties, On Human Rij1ts (自由について,人権について)｣大阪市立大学共生社会研究

会『共生社会研究』No.9. 1-8.

(15)阿久澤麻理子(2015)「『兵庫県被差別部落女性の実態調査』再集計から嗽育｣と｢労働｣を通してみる兵庫の女性

4代記｣(一社)ひょうご部翻阜放･人権研究所『ひょうご部翻卑放』第157巻. 15-29.

(16)阿久鐸獅里子(2016)｢法期限後の部落問題に対する市民意識一堺市人搾美憲獺査2015を中心に｣『部鋤累加7

月号(727)角轍出版社88-103

(17) Akuzawa, M CO16) MoIals and Malket: ChangmgAttimdes toward MnodUes.蔵""α"R妙なEこんα]加"〃盗むRWc.

Wlume.7. 233246. Osaka. HUR肥HrS OSAKA.

(18) Akuzawa, M. (2016) Changng Pa ems ofDisc㎡mmation m Japan: Rbe ofHate Speech and Exclusivism on thehにmet;

and the Challenges如恥man Riglts Education.乃iwtmHi"""TR妙なんz"抑aﾉ.(台弩人權學刊) WB(4). 37L50. Tbipei.

Soochow UilivelSiWb

(19)ﾊ曲1ikoAkuzawa&Naoko Saito CO21)Letmrm theEdi的陪ofthe Review ofLaw and Economics: 'IOn lhe hIvention of

Identily Politics: The Bulaku Oubasrs in Japan'' 1乃ﾉJ. Malk Ramsq/elx 4sm-P"伽んz""αﾙ〃q"Fba心恥1.19. No.9.

CO)阿久澤麻理子(2022)｢牡会学の視点から見た『全国部落調査事件』東京地裁判決一部落差別の｢系譜性｣属地

性｣を中心に－｣大阪市立大学人権問鬮肝究センター『人権問題研究』No.19 (通算40号) 21-29.

Cl)阿久澤麻理子Q023)『差別する人の研究変容する部落差別と現代のﾚｲｼｽﾑ』旬報社

(22) Akuzawa, M CO24) Changmg BuIaku Discrimmation m ContempoIary Japan: Focusmg on the GmwmgAyeIsion to

Bulaku Neij1bolhoods・釦c〃"ｿ泥αﾂ""/D)"北刀"ms. W1.5.22-37.https:"tioi.oWl0.51113/0522
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5．社会活動6箙）

姫路市人権啓発センター運営推進会議委員

アジア太平洋人権情報センター理事

京都府人権教育･啓発施策推進懇話会委員

京都府人権教育企画推進委員会委員

全国隣保館連絡協議会｢隣保事業士｣資格認定委員会
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